
令 和 ８ 年
１月20日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
公
告

県
営
田
万
川
湊
地
区
農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業
換
地
計
画
書
の
縦
覧
（
農
村
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…

甲
種
漁
港
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
（
漁
港
漁
場
整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

公

告

（
一
三
）
県
営
田
万
川
湊
地
区
農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業
換
地
計
画
書
の
縦
覧

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

県
営
田
万
川
湊
地
区
農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業
の
施
行
に
係
る
地
域
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し

ま
す
。令

和
八
年
一
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

県
営
田
万
川
湊
地
区
農
地
耕
作
条
件
改
善
事
業
換
地
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
九
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

（
一
四
）
甲
種
漁
港
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
の
指
定

山
口
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
山
口
県
条
例
第
四
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
甲
種
漁
港
施
設
に
係
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し

た
。

令
和
八
年
一
月
二
十
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
甲
種
漁
港
施
設
の
名
称
及
び
場
所

漁

港

の

名

称

甲
種
漁
港
施
設
の
名
称

甲
種
漁
港
施
設
の
場
所

徳

山

漁

港

浮
桟
橋
Ａ
、
浮
桟
橋
Ｂ
、
浮
桟
橋
Ｃ
、
駐
車

場
、
照
明
施
設
、
植
栽
、
休
憩
所
及
び
便
所

周

南

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

下
関
市
大
和
町
一
丁
目
一
六
番
一
号

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

㈠

条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
。

㈡

条
例
第
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
許
可
に
条
件
を
付
す
る
こ
と
。

㈢

条
例
第
十
二
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
受
け
る
こ
と
。

㈣

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
条
例
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
し
、

又
は
そ
の
条
件
を
変
更
す
る
こ
と
。

㈤

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

一

指
定
管
理
者
に
管
理
を
行
わ
せ
る
甲
種
漁
港
施
設
の
名
称
及
び
場
所

漁

港

の

名

称

甲
種
漁
港
施
設
の
名
称

甲
種
漁
港
施
設
の
場
所

見

島

漁

港

宇
津
可
動
橋
、
本
村
可
動
橋
、
宇
津
ス
ポ
ー

ツ
広
場
、
宇
津
人
工
海
浜
及
び
宇
津
多
目
的

広
場

萩

市

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

萩
市

萩
市
大
字
江
向
五
一
〇
番
地

三

指
定
管
理
者
が
行
う
管
理
に
関
す
る
事
務
の
内
容

一
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㈠

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

㈡

施
設
及
び
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四

指
定
の
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

令
和
八
年
一
月
二
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
一
月
二
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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